
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成21年 4月2日 第21‐1号

【回覧】お早めに回してください 全 6 ページ(A3…1 枚、A4…1 枚)  ①ページ⑥ページ    【回覧】次号は 4 月 9 日発行  第 21-2 号  

【お知らせ】 

①固定資産税納税通知書の発送について 

②土地･家屋価格等縦覧帳簿縦覧について 

③お掛け間違いにご注意ください。デマン

ドタクシーかさま 

④市の公用車を貸し出します 

⑤出会いサポート事業を支援します 

 

⑥身体障害者に関する駐車禁止除外規定の

見直しについて 

⑦犬の上手な飼い方について 

⑧道路舗装補修工事に伴う交通規制のお知

らせ 

【募集】 

⑨オストメイト（人工肛門、人工ぼうこう

保有者）医療講演会を開催 

⑩北山公園ウォーキングを開催 

⑪健康体操を始めてみませんか？ 

⑫菊づくり講習会を開催 

⑬ハーモニーフライトいばらき2009団員

を募集 

⑭「茨城わくわく学園生きがい創造課程」

中央校受講者を募集 

⑮平成21年度第1回まちづくり市民活動助

成事業募集のお知らせ 

⑯中途失聴、難聴者のための手話講習会を

開催 

①固定資産税納税通知書の発送について 

 平成 21 年度固定資産税の納税通知書と課

税明細書につきましては、「広報かさま 3 月

号」において 4 月中旬に発送する旨の掲載を

しましたが、本年度は 3年に一度の評価替え

の年であり、より適正な課税を期すため、5

月中旬に変更します。それに伴い 1 期の納期

限も 6 月 1 日に変更となりますので、ご注意

ください。 

 なお、土地・家屋価格等縦覧帳簿縦覧の期

間についても、4 月 1 日（水）～4月 30 日（木）

から 4月 1 日（水）～6月 1 日（月）に変更

となりますので、よろしくお願いします。 

問 税務課（内線 110） 

②土地･家屋価格等縦覧帳簿縦覧について

期間 4 月 1 日（水）～6 月 1 日（月） 

※土・日曜日、祝日を除く 

時間 午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分 

場所 笠間市役所 本所 税務課 

   笠間支所 税務課分室 

   岩間支所 税務課分室 

縦覧できる方 

 笠間市内に土地及び家屋を所有する納税

者、納税管理人等 

持参するもの 

 納税通知書、課税明細書、免許証等本人が

確認できるもの。 

※閲覧料無料 ※コピー不可 

問 税務課（内線 110） 

⑮平成 21 年度第 1 回まちづくり市民活

動助成事業募集のお知らせ 

 市民と行政がそれぞれの役割を分担しな

がら「協働のまちづくり」に取り組むため、

団体の事業経費に対する助成をします。 

助成対象団体 

 市内で活動する構成員 5 名以上の公益的

な団体で、会計面を含めた運営等が適正に

行なわれている団体が対象です。（営利活

動団体及び政治団体、宗教団体は除く） 

対象事業 

平成21年6月～平成22年 3月に行われる

事業で次に該当するもの。 

○市民活動の先進的事業であり、地域に根付

く可能性が高い事業 

○地域の特性を生かし、より多くの地域資源

（ひと・もの・こと）を活用した事業 

○2 つ以上の団体が連携又は統合して行う

事業で、効果や対象がより広い範囲に及ぶ

事業 

○団体の連携した事業を通じて、市民の一体

感の醸成を図ることができる事業 

○同一目的の団体が統合・合併し、継続的に

行う事業 

○情報を発信することで、より多くの市民に

参加の機会を創出できる事業 

○市内外に活動をアピールし、市民活動の啓

発ができる事業 

※助成対象団体及び対象事業は、平成 21 年

度募集要項をご確認ください。 

助成金 対象事業の 2 分の 1 以内で、10 万

円を限度（予算の範囲内）とします。 

募集予定数 10 団体程度 

応募期限 

 募集要領に基づき、5月 8 日（金）までに

助成金申請希望書（ホームページからダウ

ンロードできます）を市民活動課に提出し

てください。 

助成団体及び助成金の決定 

 審査会において書類審査を行い助成金額

を決定します。  

申・問 市民活動課（内線 135） 

http://www.city.kasama.lg.jp/katsudo/ma

chi/hojo/machi-josei.htm 

⑯中途失聴、難聴者のための手話講習会

を開催 

 この講習会は、聴覚障害がある方を対象と

した手話講習会です。初級クラスには要約筆

記（話の内容をスクリーンに投影）もついて

いますので、聞き取れずに話が分からなくて

困るということもありません。今年は、読話

（口の動きを読み取る）も取り入れます。同

じ仲間が集まりますので、和気あいあいと楽

しく手話を学ぶことができます。あなたも一

緒に始めてみませんか？ 

期間 

5 月 9 日（土）～平成 22 年 2 月 27 日（土）

毎月第 2、4 土曜日（計 20 回） 

午前 10 時～正午 

※第 1、3 土曜日の時もあります。 

会場 水戸市福祉ボランティア会館 

人数 初級・中級ともに各 15 名 

※初級 初めて学ぶ方、少し経験がある方 

 中級 初級終了程度の方 

受講対象者 

県内に居住する概ね 18 歳以上の中途失

聴、難聴者及びその家族 

内容 ①手話の知識とコミュニケーション 

   ②読話講習 

   ③聴覚障害についての情報保障につ

いて等 

費用 テキスト代実費 

※人数の関係で希望クラスに入れない場合

もあります。 

※会場には要約筆記を準備しますので全く

聞こえない方でも安心して受講できます。

申込方法 

FAX 又は、はがきに住所、氏名、FAX 番号

（または℡）、年齢、希望クラスを記入の

上、5 月 7 日（木）までに下記へお申し込

みください。 

申・問 

県立聴覚障害者福祉センター「やすらぎ」

 中途失聴・難聴者コミュニケーション 

講習会係  

〒310-0844 水戸市住吉町 349-1 

℡ 029-248-0029 FAX 029-247-1369 

⑮平成 21 年度第 1 回まちづくり市民活

動助成事業募集のお知らせ 

⑯中途失聴、難聴者のための手話講習会

を開催 


